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税
の
賦
課
処
分
の
取
消
を
求
め
て
出
訴

し
た
が
、
そ
の
後
死
亡
し
、
被
上
告
人

が
本
件
土
地
１
を
相
続
し
、
原
審
で
は

評
価
方
法
に
誤
り
が
あ
る
と
し
て
本
件

不
動
産
取
得
税
賦
課
処
分
を
取
り
消
し

た
が
、
最
高
裁
は
、
評
価
基
準
に
よ
り

隣
接
す
る
２
筆
以
上
の
宅
地
を
一
画
地

と
し
て
認
定
し
て
各
地
計
算
法
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
、
各
筆
の
宅
地
の

評
点
数
は
、
画
地
計
算
法
の
適
用
に
よ

り
算
出
さ
れ
た
当
該
画
地
の
単
位
地
積

当
た
り
の
評
点
数
に
、
各
筆
の
宅
地
の

地
積
を
乗
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
出
さ

れ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
本
件
不

動
産
取
得
税
賦
課
処
分
の
前
提
と
な
る

本
件
土
地
１
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
評

価
基
準
の
定
め
る
評
価
方
法
に
従
っ
て

決
定
さ
れ
る
価
格
を
上
回
る
違
法
が
あ

る
と
は
い
え
な
い
し
、
そ
の
客
観
的
な

交
換
価
値
と
し
て
の
適
正
な
時
価
を
上

回
る
違
法
が
あ
る
と
い
う
べ
き
事
情
も

な
い
と
し
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
な
さ

れ
た
本
件
不
動
産
取
得
税
賦
課
処
分
に

は
違
法
が
な
い
と
し
、
原
審
判
決
を
破

棄
し
、被
上
告
人
の
控
訴
を
破
棄
し
た
。

【
関
連
法
規
】	

地
方
税
法
第
73
条
第
５

要旨：伊東　健次
判例情報

地方自治

不
動
産
取
得
税
賦
課
決
定
処

分
取
消
請
求
事
件

最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷　

令
和
２
年

３
月
19
日
判
決　

平
成
31
年
（
行
ヒ
）

第
99
号　

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

破
棄
自
判
、
行
政
勝
訴

原
審　

大
阪
高
等
裁
判
所　

平
成
30
年

11
月
15
日
判
決　

平
成
30
年
（
行
コ
）

第
24
号　

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
判

例
地
方
自
治
４
４
９
号
48
頁

一
審　

大
阪
地
方
裁
判
所　

平
成
30
年

１
月
24
日
判
決　

平
成
28
年
（
行
ウ
）

第
２
１
８
号　

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
、
判
例
地
方
自
治
４
４
５
号
45
頁

（
要
旨
）

Ａ
及
び
被
上
告
人
は
、
平
成
25
年
３

月
、
遺
贈
に
よ
り
分
筆
前
の
土
地
の
共

有
持
ち
分
２
分
の
１
を
取
得
し
、
所
有

権
移
転
登
記
が
な
さ
れ
た
が
、
平
成
26

年
１
月
に
共
有
物
分
割
を
行
い
、
２
筆

の
土
地
と
し
、
Ａ
は
、
本
件
土
地
１
を

取
得
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
府
税
事
務

所
が
不
動
産
取
得
税
を
Ａ
に
課
し
、
Ａ

は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
不
動
産
取
得

号
、
第
73
条
の
２
第
１

項
、
第
73
条
の
７
第
２

号
の
３
、
第
73
条
の
13

第
１
項
及
び
第
２
項
、

第
３
８
８
条
第
１
項
、

固
定
資
産
評
価
基
準

【
参
照
判
例
】	

最
高
裁
判
所
第
二
小
法

廷
平
成
16
年
10
月
29
日

判
決
（
集
民
２
１
５
号

４
８
５
頁
）、
最
高
裁
判

所
第
二
小
法
廷
平
成
25

年
７
月
12
日
判
決
（
民

集
67
巻
６
号
１
２
５
５

頁
）

判
　
　
　
決

〔
主　
　
　

文
〕

原
判
決
を
破
棄
す
る
。

被
上
告
人
の
控
訴
を
棄
却
す
る
。

控
訴
費
用
及
び
上
告
費
用
は
被
上
告

人
の
負
担
と
す
る
。

〔
理　
　
　

由
〕

上
告
代
理
人
森
末
尚
孝
の
上
告
受
理
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の
価
額
に
乗
じ
て
、
各
筆
の
宅
地
の
価

額
を
求
め
る
も
の
と
し
て
い
る
。
市
街

地
宅
地
評
価
法
は
、〔
１
〕
状
況
が
相

当
に
相
違
す
る
地
域
ご
と
に
、
そ
の
主

要
な
街
路
に
沿
接
す
る
宅
地
の
う
ち
か

ら
標
準
宅
地
を
選
定
し
、〔
２
〕
標
準

宅
地
に
つ
い
て
、
売
買
実
例
価
額
か
ら

評
定
す
る
適
正
な
時
価
を
求
め
、
そ
の

単
位
地
積
当
た
り
の
適
正
な
時
価
に
基

づ
い
て
上
記
主
要
な
街
路
の
路
線
価
を

付
設
し
、
こ
れ
に
比
準
し
て
そ
の
他
の

街
路
の
路
線
価
を
付
設
し
、〔
３
〕
路

線
価
を
基
礎
と
し
、
画
地
計
算
法
（
評

価
基
準
別
表
第
３
）
を
適
用
し
て
各
筆

の
宅
地
の
評
点
数
を
付
設
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

こ
の
画
地
計
算
法
に
つ
き
、
評
価
基

準
別
表
第
３
の
１
は
、
各
筆
の
宅
地
の

評
点
数
は
、
各
筆
の
宅
地
の
立
地
条
件

に
基
づ
き
、
路
線
価
を
基
礎
と
し
、
奥

行
価
格
補
正
割
合
法
等
の
所
定
の
画
地

計
算
法
を
適
用
し
て
求
め
た
評
点
数
に

よ
っ
て
付
設
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
別
表
の
２
は
、
各
筆
の
宅
地

の
評
点
数
は
、
一
画
地
の
宅
地
ご
と
に

画
地
計
算
法
を
適
用
し
て
求
め
る
も
の

と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
画
地

は
、
原
則
と
し
て
、
土
地
課
税
台
帳
又

は
土
地
補
充
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た

１
筆
の
宅
地
に
よ
る
も
の
と
す
る
が
、

１
筆
の
宅
地
又
は
隣
接
す
る
２
筆
以
上

の
宅
地
に
つ
い
て
、
そ
の
形
状
、
利
用

状
況
等
か
ら
み
て
、
こ
れ
を
一
体
を
成

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
区
分

し
、
又
は
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
必
要
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
一
体
を

成
し
て
い
る
部
分
の
宅
地
ご
と
に
一
画

地
と
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。さ
ら
に
、

同
別
表
の
３
以
下
は
、
路
線
価
に
当
該

画
地
の
状
況
に
応
じ
た
所
定
の
補
正
率

を
乗
じ
て
単
位
地
積
当
た
り
の
評
点
数

を
求
め
、
こ
れ
に
当
該
画
地
の
地
積
を

乗
じ
て
当
該
画
地
の
評
点
数
を
求
め
る

も
の
と
し
て
い
る
。

（
２
）
ア　

Ａ
及
び
被
上
告
人
は
、

平
成
25
年
３
月
に
死
亡
し
た
Ｂ
か
ら
の

遺
贈
に
よ
り
、
分
筆
前
の
堺
市
▲
区
▲

町
▲
番
▲
の
土
地
（
以
下
「
分
筆
前
土

地
」
と
い
う
。）
の
持
分
各
２
分
の
１

を
取
得
し
、
そ
の
旨
の
所
有
権
移
転
登

記
が
さ
れ
た
。

イ　

Ａ
及
び
被
上
告
人
は
、
分
筆
前

土
地
の
共
有
物
分
割
を
行
う
こ
と
と

し
、
平
成
26
年
11
月
11
日
、
分
筆
前
土

当
該
不
動
産
の
取
得
者
の
分
割
前
の
当

該
共
有
物
に
係
る
持
分
の
割
合
を
超
え

る
部
分
（
以
下
「
持
分
超
過
部
分
」
と

い
う
。）
の
取
得
を
除
き
、
不
動
産
取

得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規

定
す
る
。

イ　

法
73
条
の
13
第
１
項
は
、
不
動

産
取
得
税
の
課
税
標
準
を
、
不
動
産
を

取
得
し
た
時
に
お
け
る
不
動
産
の
価
格

（
適
正
な
時
価
を
い
う
。
法
73
条
５
号
）

と
す
る
と
規
定
し
、
法
73
条
の
21
第
２

項
は
、
道
府
県
知
事
は
、
固
定
資
産
課

税
台
帳
に
固
定
資
産
の
価
格
が
登
録
さ

れ
て
い
な
い
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
法

３
８
８
条
１
項
の
固
定
資
産
評
価
基
準

に
よ
っ
て
、
当
該
不
動
産
に
係
る
不
動

産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価

格
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
と
規
定
す

る
。ウ　

固
定
資
産
評
価
基
準
（
昭
和
38

年
自
治
省
告
示
第
１
５
８
号
。以
下「
評

価
基
準
」
と
い
う
。）
は
、
第
１
章
第

３
節
に
お
い
て
、
主
と
し
て
市
街
地
的

形
態
を
形
成
す
る
地
域
に
お
け
る
宅
地

に
つ
い
て
は
、
市
街
地
宅
地
評
価
法
に

よ
っ
て
各
筆
の
宅
地
に
つ
い
て
評
点
数

を
付
設
し
、
こ
れ
を
評
点
１
点
当
た
り

申
立
て
理
由
に
つ
い
て

１　

本
件
は
、
堺
市
所
在
の
土
地
を

共
有
し
て
い
た
Ａ
が
、
同
土
地
の
共
有

物
分
割
に
よ
り
他
の
共
有
者
の
持
分
を

取
得
し
た
と
こ
ろ
、
大
阪
府
泉
北
府
税

事
務
所
長
か
ら
不
動
産
取
得
税
賦
課
決

定
処
分（
以
下「
本
件
処
分
」と
い
う
。）

を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
被
上
告
人

（
Ａ
は
原
審
係
属
中
に
死
亡
し
、
同
人

の
弟
で
あ
る
被
上
告
人
が
相
続
に
よ
り

本
件
訴
訟
を
承
継
し
た
。）
が
、
上
記

の
取
得
に
対
し
て
は
地
方
税
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。）
73
条
の
７
第
２
号
の

３
の
規
定
に
よ
り
不
動
産
取
得
税
を
課

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
件
処
分
は
違

法
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
上
告
人
を
相

手
に
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
事
案
で

あ
る
。

２　

原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実

関
係
等
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。（

１
）
ア　

不
動
産
取
得
税
は
、
不

動
産
の
取
得
に
対
し
、
当
該
不
動
産
の

取
得
者
に
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ

ろ
（
法
73
条
の
２
第
１
項
）、
法
73
条

の
７
第
２
号
の
３
は
、
共
有
物
の
分
割

に
よ
る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
は
、
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地
を
第
１
審
判
決
別
紙
物
件
目
録
記
載

１
及
び
２
の
各
土
地
（
以
下
、順
に
「
本

件
土
地
１
」、「
本
件
土
地
２
」
と
い
い
、

併
せ
て
「
本
件
各
土
地
」
と
い
う
。）

に
分
筆
す
る
登
記
を
し
た
上
、
同
月
30

日
、
本
件
土
地
１
に
つ
い
て
は
Ａ
が
被

上
告
人
の
持
分
全
部
を
取
得
し（
以
下
、

こ
の
取
得
を
「
本
件
取
得
」
と
い
う
。）、

本
件
土
地
２
に
つ
い
て
は
被
上
告
人
が

Ａ
の
持
分
全
部
を
取
得
し
て
、
同
年
12

月
１
日
、
そ
の
旨
の
各
持
分
全
部
移
転

登
記
を
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、Ａ
が
本
件
土
地
１
を
、

被
上
告
人
が
本
件
土
地
２
を
、
そ
れ
ぞ

れ
単
独
で
所
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
件
各
土
地
の
登
記
上
の
地
積
は
、
本

件
土
地
１
が
６
１
７
平
方
メ
ー
ト
ル
、

本
件
土
地
２
が
５
６
６
平
方
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
。　

ウ　

本
件
各
土
地
の
形
状
及
び
位
置

関
係
は
、
第
１
審
判
決
別
紙
図
面
の
と

お
り
で
あ
る
。
本
件
各
土
地
は
、
上
記

の
分
筆
の
前
か
ら
、
構
造
物
等
に
よ
り

物
理
的
に
区
分
さ
れ
て
お
ら
ず
、
連
続

し
て
舗
装
さ
れ
、
隣
地
と
の
間
の
塀
及

び
フ
ェ
ン
ス
や
駐
車
区
画
の
一
部
が
両

土
地
に
ま
た
が
っ
て
設
け
ら
れ
る
な
ど

当
た
り
の
価
額
を
乗
じ
て
、
本
件
各
土

地
の
評
価
額
を
算
出
し
、〔
４
〕
こ
れ

に
本
件
土
地
１
と
本
件
各
土
地
と
の
地

積
比
（
６
１
７
平
方
メ
ー
ト
ル
／

１
１
８
３
平
方
メ
ー
ト
ル
）
を
乗
ず
る

こ
と
に
よ
り
、
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。３　

原
審
は
、
上
記
事
実
関
係
等
の

下
に
お
い
て
、
共
有
物
の
分
割
に
よ
る

不
動
産
の
取
得
に
係
る
持
分
超
過
部
分

の
有
無
及
び
額
は
、
当
該
不
動
産
に
係

る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
と
こ

ろ
、
本
件
処
分
に
お
い
て
評
価
基
準
に

よ
り
本
件
土
地
１
の
価
格
を
算
定
す
る

に
当
た
り
、
本
件
各
土
地
を
一
画
地
と

認
定
し
て
画
地
計
算
法
を
適
用
し
た
こ

と
自
体
は
評
価
基
準
に
適
合
す
る
と
し

た
上
で
、要
旨
次
の
と
お
り
判
断
し
て
、

本
件
処
分
の
取
消
請
求
を
認
容
し
た
。

本
件
処
分
に
お
い
て
、
本
件
土
地
１

の
価
格
は
、
一
画
地
と
し
て
認
定
さ
れ

た
本
件
各
土
地
全
体
の
評
点
数
を
算
出

し
た
上
、
こ
れ
を
地
積
比
で
あ
ん
分
す

る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
て
い
る

が
、
持
分
超
過
部
分
の
有
無
を
判
断
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
僅
か
な
評
価
の

し
て
、
全
体
が
駐
車
場
と
し
て
一
体
的

に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
大
阪
府
知
事
か
ら
権
限
の
委

任
を
受
け
た
大
阪
府
泉
北
府
税
事
務
所

長
は
、
本
件
土
地
１
が
本
件
取
得
時
に

お
い
て
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
価
格
が

登
録
さ
れ
て
い
な
い
不
動
産
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
法
73
条
の
21
第
２
項
に
基

づ
き
、
評
価
基
準
に
よ
り
本
件
土
地
１

の
価
格
を
算
定
し
た
上
、
同
価
格
は
分

筆
前
土
地
の
価
格
の
２
分
の
１
相
当
額

を
超
え
て
い
る
か
ら
、
本
件
取
得
に
は

持
分
超
過
部
分
の
取
得
が
含
ま
れ
る
と

し
て
、
平
成
27
年
11
月
５
日
付
け
で
、

Ａ
に
対
し
、
当
該
持
分
超
過
部
分
に
係

る
課
税
標
準
額
を
１
０
１
万
３
０
０
０

円
、
税
額
を
３
万
０
３
０
０
円
と
す
る

本
件
処
分
を
し
た
。

上
記
の
本
件
土
地
１
の
価
格
は
、

〔
１
〕本
件
各
土
地
に
つ
き
、そ
の
形
状
、

利
用
状
況
等
か
ら
み
て
一
体
を
成
し
て

い
る
と
し
て
、一
画
地
と
認
定
し
た
上
、

〔
２
〕
こ
れ
と
接
す
る
街
路
の
路
線
価

を
基
礎
に
画
地
計
算
法
を
適
用
し
て
、

本
件
各
土
地
の
１
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た

り
の
評
点
数
を
算
出
し
、〔
３
〕
こ
れ

に
本
件
各
土
地
の
地
積
及
び
評
点
１
点

差
異
に
よ
っ
て
そ
の
判
断
が
異
な
る
こ

と
と
な
る
か
ら
、
よ
り
慎
重
な
方
法
に

よ
っ
て
算
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し

て
、
一
画
地
を
構
成
す
る
各
筆
の
土
地

が
所
有
者
を
異
に
す
る
場
合
、
各
筆
の

土
地
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
者
が
こ
れ
を

拠
出
し
て
一
画
地
を
構
成
し
て
い
る
と

い
う
関
係
に
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

土
地
の
価
格
の
割
合
で
あ
ん
分
す
る
方

が
よ
り
公
平
に
適
す
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
本
件
に
お
い
て
は
、
本

件
土
地
１
と
本
件
土
地
２
の
地
積
が
異

な
る
以
上
、
そ
の
地
積
比
で
本
件
各
土

地
の
価
格
を
あ
ん
分
す
れ
ば
、
地
積
の

大
き
い
本
件
土
地
１
に
つ
い
て
必
然
的

に
持
分
超
過
部
分
が
生
ず
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に

お
い
て
、
本
件
処
分
が
、
他
の
合
理
的

な
計
算
方
法
を
試
み
る
こ
と
な
く
、
漫

然
と
地
積
比
に
従
っ
て
あ
ん
分
計
算
を

し
て
本
件
土
地
１
の
価
格
を
算
定
し
た

こ
と
に
は
、
違
法
が
あ
る
。

４　

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
上
記

判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
ア　

評
価
基
準
は
、
市
街
地

宅
地
評
価
法
に
よ
り
付
設
す
る
各
筆
の
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宅
地
の
評
点
数
は
一
画
地
の
宅
地
ご
と

に
画
地
計
算
法
を
適
用
し
て
求
め
る
も

の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
画

地
は
、
原
則
と
し
て
、
土
地
課
税
台
帳

又
は
土
地
補
充
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ

た
１
筆
の
宅
地
に
よ
る
も
の
と
す
る

が
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
１
筆
の
宅
地

又
は
隣
接
す
る
２
筆
以
上
の
宅
地
に
つ

い
て
、
そ
の
形
状
、
利
用
状
況
等
か
ら

み
て
、
こ
れ
を
一
体
を
成
し
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
部
分
に
区
分
し
、
又
は
こ

れ
ら
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
一
体
を
成
し
て
い
る

部
分
の
宅
地
ご
と
に
一
画
地
と
す
る
も

の
と
し
て
い
る
。
こ
の
例
外
は
、
筆
界

が
土
地
の
形
状
や
利
用
状
況
等
に
即
し

た
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
か

ら
、
上
記
の
原
則
を
貫
く
と
、
宅
地
の

客
観
的
な
交
換
価
値
を
合
理
的
に
算
定

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
分
筆
や
合
筆
の

仕
方
次
第
で
評
価
額
が
異
な
る
こ
と
に

も
な
っ
て
、
評
価
の
不
均
衡
を
も
た
ら

す
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
評
価
の
均
衡

上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
筆
界
の
い
か

ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
形
状
、
利
用

状
況
等
か
ら
み
て
一
体
を
成
し
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
も
っ
て
、
一
画

利
用
状
況
等
か
ら
み
て
一
体
を
成
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

こ
の
場
合
の
各
筆
の
宅
地
は
、
一
体
を

成
し
て
い
る
当
該
画
地
の
構
成
要
素
に

す
ぎ
ず
、
個
別
に
客
観
的
な
交
換
価
値

を
算
定
す
る
の
に
適
さ
な
い
も
の
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
隣
接
す
る
２
筆
以

上
の
宅
地
を
一
画
地
と
し
て
認
定
し
、

当
該
画
地
に
つ
い
て
画
地
計
算
法
を
適

用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
算
出
さ
れ
た

当
該
画
地
の
単
位
地
積
当
た
り
の
評
点

数
は
、
当
該
画
地
全
体
に
等
し
く
当
て

は
ま
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。ウ　

以
上
に
よ
れ
ば
、
評
価
基
準
に

よ
り
隣
接
す
る
２
筆
以
上
の
宅
地
を
一

画
地
と
し
て
認
定
し
て
画
地
計
算
法
を

適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
各
筆
の
宅

地
の
評
点
数
は
、
画
地
計
算
法
の
適
用

に
よ
り
算
出
さ
れ
た
当
該
画
地
の
単
位

地
積
当
た
り
の
評
点
数
に
、
各
筆
の
宅

地
の
地
積
を
乗
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
算

出
さ
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
共
有
物
の
分
割
に
よ
る
不
動

産
の
取
得
に
係
る
持
分
超
過
部
分
の
有

無
及
び
額
の
判
断
の
た
め
、
法
73
条
の

21
第
２
項
に
基
づ
き
評
価
基
準
に
よ
っ

て
当
該
不
動
産
に
係
る
不
動
産
取
得
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
を
算
定

す
る
場
合
や
、
一
画
地
を
構
成
す
る
各

筆
の
宅
地
の
所
有
者
が
異
な
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
こ
れ
と
別
異
に
解
す
る
理

由
は
な
い
。

（
２
）
こ
れ
を
一
画
地
を
構
成
す
る

各
筆
の
宅
地
と
当
該
画
地
と
の
関
係
で

み
る
と
、
各
筆
の
宅
地
の
評
点
数
又
は

価
格
は
、
画
地
計
算
法
を
適
用
し
て
算

出
さ
れ
た
当
該
画
地
全
体
の
評
点
数
又

は
価
格
を
、
各
筆
の
宅
地
の
地
積
比
に

従
っ
て
あ
ん
分
す
る
方
法
に
よ
っ
て
算

出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ

う
す
る
と
、
本
件
処
分
に
お
い
て
、
本

件
各
土
地
を
一
画
地
と
し
て
画
地
計
算

法
を
適
用
し
て
算
出
し
た
価
格
に
本
件

土
地
１
と
本
件
各
土
地
と
の
地
積
比
を

乗
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
土
地
１
の

価
格
を
算
定
し
た
こ
と
は
、
評
価
基
準

の
定
め
る
評
価
方
法
に
従
っ
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
本
件
処
分
は
、
本
件
取
得
に

つ
き
、法
73
条
の
21
第
２
項
に
基
づ
き
、

評
価
基
準
に
よ
っ
て
本
件
土
地
１
に
係

る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
を
算
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い

地
と
し
て
画
地
計
算
法
を
適
用
す
る
こ

と
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

イ　

隣
接
す
る
２
筆
以
上
の
宅
地
を

一
画
地
と
し
て
認
定
し
て
画
地
計
算
法

を
適
用
す
る
場
合
に
、
各
筆
の
宅
地
の

評
点
数
を
ど
の
よ
う
に
算
出
す
る
か
に

つ
い
て
、
評
価
基
準
は
明
示
的
な
定
め

を
置
い
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
評
価
基
準
に
定
め
る
画

地
計
算
法
と
は
、
街
路
に
沿
接
す
る
標

準
的
な
画
地
の
単
位
地
積
当
た
り
の
価

格
を
示
す
路
線
価
を
基
礎
と
し
て
、
当

該
街
路
に
沿
接
す
る
各
画
地
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
地
の
奥
行
、
接
道

の
状
況
、
形
状
等
が
宅
地
の
価
格
に
及

ぼ
す
影
響
を
、
標
準
的
な
画
地
の
こ
れ

ら
の
状
況
と
の
比
較
に
お
い
て
計
量
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に

は
、
一
画
地
の
宅
地
に
つ
き
、
路
線
価

に
当
該
画
地
の
状
況
に
応
じ
た
所
定
の

補
正
率
を
乗
じ
て
単
位
地
積
当
た
り
の

評
点
数
を
求
め
、
こ
れ
に
当
該
画
地
の

地
積
を
乗
じ
て
当
該
画
地
の
評
点
数
を

求
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、

前
記
ア
の
と
お
り
、
隣
接
す
る
２
筆
以

上
の
宅
地
を
一
画
地
と
し
て
認
定
す
べ

き
場
合
と
は
、こ
れ
ら
の
宅
地
が
形
状
、
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て
持
分
超
過
部
分
に
係
る
課
税
標
準
及

び
税
額
を
算
定
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
こ
ろ
、
以
上
に
よ
れ
ば
、
上
記
の

本
件
土
地
１
の
価
格
に
つ
い
て
、
評
価

基
準
の
定
め
る
評
価
方
法
に
従
っ
て
決

定
さ
れ
る
価
格
を
上
回
る
違
法
が
あ
る

と
は
い
え
な
い
し
、
そ
の
客
観
的
な
交

換
価
値
と
し
て
の
適
正
な
時
価
を
上
回

る
違
法
が
あ
る
と
い
う
べ
き
事
情
も
う

か
が
わ
れ
な
い
か
ら
（
最
高
裁
平
成
13

年
（
行
ヒ
）
第
２
２
４
号
同
16
年
10
月

29
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
民
事

２
１
５
号
４
８
５
頁
、
最
高
裁
平
成
24

年
（
行
ヒ
）
第
79
号
同
25
年
７
月
12
日

第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
67
巻
６
号

１
２
５
５
頁
参
照
）、
こ
れ
を
基
礎
と

し
て
さ
れ
た
本
件
処
分
に
違
法
は
な

い
。５　

以
上
と
異
な
る
原
審
の
判
断
に

は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明

ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
る
。
論
旨
は

こ
の
趣
旨
を
い
う
も
の
と
し
て
理
由
が

あ
り
、
原
判
決
は
破
棄
を
免
れ
な
い
。

そ
し
て
、
本
件
処
分
の
取
消
請
求
を
棄

却
し
た
第
１
審
判
決
は
正
当
で
あ
る
か

ら
、
被
上
告
人
の
控
訴
を
棄
却
す
べ
き

で
あ
る
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見

で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官　

山
口
厚　

裁
判

官　

池
上
政
幸　

裁
判
官　

小
池
裕　

裁
判
官　

木
澤
克
之　

裁
判
官　

深
山

卓
也
）


